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埼玉県議会令和８年６月定例会付議予定議案件名表 
 

【議案】 
 

予算 

 

  

案件名 概要 

１ 

令和８年度埼玉県一般会計補正予算（第１号） 

 

   

  補正前  ２，４３４，８６５，０００千円 

  補正額      ４，６９５，２９２千円 

  補正後  ２，４３９，５６０，２９２千円 

  対当初比          １００．２％ 

２ 

令和８年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算

（第１号） 

 

   

  補正前     ９１，１２５，０３２千円 

  補正額        １３７，１９２千円 

  補正後     ９１，２６２，２２４千円 

  対当初比          １００．２％ 

資料１ 
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条例 

 

案件名 概要 

１ 

埼玉県税条例の一部を改正する条例 

 

【総務部】 

 

１ 趣  旨  

  地方税法等の一部改正に伴い、個人の県民税に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長する等するため

の改正 

 

２ 内  容 

(1) 個人県民税  

   住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長 

現 行 改正後 

令和２０年度 令和２５年度 

 

(2) 不動産取得税  

    住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税を減額する特例措置について、土砂災害特別警戒区域

等に住宅が新築された場合は、適用対象外とする 

 

 (3)  規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和９年１月１日等 

 

２ 

埼玉県指定特定非営利活動法人を指定する条

例の一部を改正する条例 

 

【県民生活部】 

 

１ 趣  旨  

  埼玉県指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例の規定による変更の届出があった指定特定非営利

活動法人について、主たる事務所の所在地の表示を変更するための改正 

 

２ 内  容 

ＮＰＯ法人ＴＳＵＢＡＳＡ  

   （現 行）埼玉県新座市中野２丁目２番２２号  

（改正後）埼玉県羽生市東７丁目１４番地８ 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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案件名 概要 

３ 

埼玉県暴力団排除条例の一部を改正する条例 

 

【警察本部】 

 

 

１ 趣  旨  

  暴力団排除活動の一層の推進を図るため、暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域を追加するとともに、暴

力団員が暴力団員である事実を隠蔽する目的で他人の名義を利用することを禁止する等するための改正 

 

２ 内  容 

(1)  暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域の拡大 

禁止区域に、都市公園の周囲２００メートルの区域及び都市計画法に規定する用途地域を追加 

 

(2)  名義利用等の禁止の新設 

    暴力団員による他人の名義利用及び暴力団員に対し名義を利用させる行為の禁止 

 

(3)  その他 

 警察職員による立入検査の規定の新設、利益供与の禁止における勧告対象行為の拡大等 

 

３ 施行期日  

  令和８年１０月１日 
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専決処分の承認 

 

 

 

案件名 概要 

１ 

専決処分の承認を求めることについて 

（埼玉県税条例等の一部を改正する条例） 

 

【総務部】 

 

 地方税法等の一部改正に伴い、緊急に埼玉県税条例等を改正する必要が生じ、埼玉県税条例等の一部を改正する条

例を専決処分したことについて、地方自治法第１７９条第３項の規定に基づき承認を求めるもの 

 

１ 専決処分年月日 令和８年３月３１日  
 
２ 専決処分理由 地方税法等の一部改正に伴い、緊急に条例を改正する必要が生じたため 

 

３ 内 容  

(1)  軽油引取税  

    当分の間税率を令和８年４月１日に廃止 

 

(2)  自動車税 

   ア 自動車税（環境性能割）を令和８年３月３１日をもって廃止 

   イ 自動車税（種別割）を自動車税とする 

   ウ 燃費性能等が優れた自動車の税率を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置の適用

期限を２年延長 

 

(3)  不動産取得税 

ア 免税点の引上げ 

   イ 宅地建物取引業者等が住宅を新築した日から６か月以内に他者に譲渡した場合に課税しない措置につい

て、その期間の要件を６か月以内から１年以内に緩和する特例措置の適用期限を５年延長 

ウ 新築住宅用土地の減税措置について、土地取得から住宅新築までの経過年数の要件を２年から３年に緩和

する特例措置の適用期限を５年延長 

 

(4)  規定の整備 

 

４ 施 行 期 日 令和８年４月１日 
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工事請負契約の締結 

 

 

 

 

 

案件名 概要 

１ 

工事請負契約の締結について（ロボット開発イ

ノベーションセンター（仮称）建築工事） 

 

【都市整備部】 

 

 ロボット開発イノベーションセンター（仮称）建築工事の請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 金     額 ３，０２５，０００，０００円 

  

２ 履 行 期 限 令和１０年３月１７日 

 

３ 相 手 方 細田建設株式会社（埼玉県飯能市） 

 

４ 契 約 方 法 総合評価方式一般競争入札 

  

５ 予 定 価 格 ３，２４８，３００，０００円（落札率９３．１３％） 

 

２ 

工事請負契約の締結について（川口特別支援学

校北棟新築工事） 

 

【都市整備部】 

 

 川口特別支援学校北棟新築工事の請負契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 金     額 ９２２，９００，０００円 

  

２ 履 行 期 限 令和１０年１月３１日 

 

３ 相 手 方 株式会社佐伯工務店（埼玉県さいたま市） 

 

４ 契 約 方 法 総合評価方式一般競争入札 

  

５ 予 定 価 格 ９２３，７８０，０００円（落札率９９．９０％） 
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訴えの提起 

 

  

案件名 概要 

１ 

訴えの提起について 

 

【都市整備部】 

 

 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件に関して訴えを提起することについて、地方自治法第９６条第１項第 

１２号の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 事 件 名 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件  

  

２ 相 手 方 県営住宅の家賃を長期にわたり滞納している者（２人）  

  

３ 取 扱 い 請求が認容されないときは上訴する   

            滞納家賃等を完納する旨の申し入れがあり、かつ、その履行が見込まれるときは和解する 
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事件議決 

 

  

案件名 概要 

１ 

埼玉県道路公社の道路の整備に関する基本計

画の変更に係る定款の変更について 

 

【県土整備部】 

 

 埼玉県道路公社の道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更について、同公社と共同して国土交通大臣

に認可の申請をすることについて地方道路公社法第５条第６項の規定により議決を求めるもの   

     

申請の概要    

埼玉県道路公社の道路の整備に関する基本計画から新見沼大橋有料道路を削除 
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【報告】 

予算繰越報告 

案件名 概要 

１  

埼玉県一般会計継続費逓次繰越報告  

 

 

 R7年度繰越額     ５，１２１，９９４，０８１円   （１２件） 

２    

埼玉県一般会計繰越明許費繰越報告  

 

 

 R7年度繰越額   １２９，５６６，０００，１５９円  （１２９件） 

３    

埼玉県一般会計事故繰越し繰越報告 

 

 

 R7年度繰越額     ５，９３１，１６３，７３９円   （２７件） 

４   

埼玉県用地事業特別会計繰越明許費繰越報告  

 

 

 R7年度繰越額     １，７６０，４５２，０００円    （１件） 

５   

埼玉県県営住宅事業特別会計継続費逓次繰越報告  

 

 

 R7年度繰越額     ２，４５５，４０１，６５０円    （３件） 
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案件名 概要 

６    

埼玉県公営企業会計継続費逓次繰越報告 

(1)埼玉県水道用水供給事業会計継続費繰越計算書 

 

 

 

 R7年度繰越額    １０，３３２，５８５，３４５円    （５件） 

 

(2)埼玉県地域整備事業会計継続費繰越計算書 

 

 

 R7年度繰越額     １，７６０，９７４，６８６円    （３件） 

７    

埼玉県公営企業会計予算繰越報告 

(1)埼玉県工業用水道事業会計予算繰越計算書 

 

 

 

 R7年度繰越額       １３０，３３０，８００円    （２件） 

 

(2)埼玉県水道用水供給事業会計予算繰越計算書 

 

 R7年度繰越額       ３６７，８２６，０００円    （１件） 

 

(3)埼玉県地域整備事業会計継続費繰越計算書 

 

 R7年度繰越額     １，２２０，５０４，０９０円    （１件） 
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案件名 概要 

 

(4)埼玉県地域整備事業会計予算繰越計算書 

 

 R7年度繰越額        １４，４０１，９００円    （２件） 

 

(5)埼玉県流域下水道事業会計予算繰越計算書 

 

 

 R7年度繰越額    ２９，８４８，７９９，２８０円   （１２件） 
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地方自治法第１８０条第２項の規定による知事専決処分報告 

案件名 概要 

１ 

地方自治法の一部を改正する法律及び地方自治法

施行令等の一部を改正する政令の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例 

 

【総務部】 

 

 地方自治法等の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分し

たことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

  

１ 専決処分年月日 令和８年５月１８日 

 

２ 専決処分理由 地方自治法等の一部改正に伴い、規定の整備をするため 

    

３ 改 正 内 容 規定の整備 

 

４ 施 行 期 日 令和８年９月２４日 

 

２ 

知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例

の一部を改正する条例 

 

【都市整備部】 

 

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地方自治法第１８０条

第１項の規定により専決処分したことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの 

  

１ 専決処分年月日 令和８年３月３０日 

 

２ 専決処分理由 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴い、規定の整備をするため 

    

３ 改 正 内 容 規定の整備 

 

４ 施 行 期 日 令和８年４月１日  
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案件名 概要 

３ 

損害賠償の額を定めることについて 

 

【企画財政部】 

 

 賃貸借契約の解除に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分した

ことについて、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの  

 

１ 専決処分年月日 令和８年４月１日 

 

２ 専決処分理由 賃貸借契約の解除に係る損害賠償額の決定のため 

 

３ 相 手 方 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 

 

４ 事 案 の 概 要  Windows１０のサポート終了に伴い、 Windows１１への更新に対応していない住民基本台

帳ネットワークシステム業務端末機器について、令和８年４月１日付けで賃貸借契約を解除

したことにより、相手方ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社に損害を与えたもの 

 

５ 損 害 賠 償 額 ８９５，８８５円 
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地方自治法第２２１条第３項の法人の経営状況報告 

法人名   概要 

１ 

埼玉県住宅供給公社   
（ Ｓ４０．１１．１０設立 ） 

   

【都市整備部】 

 

代 表 者   理事長 庄司 健吾 

資 本 金    ４０，０００ 千円 

県出資金    ４０，０００ 千円 （１００．０％） 

 

２ 

埼玉県道路公社  

（ Ｓ４６．９．１設立 ） 

   

【県土整備部】 

 

代 表 者   理事長 高橋 厚夫 

資 本 金    １２，０５８，０００ 千円 

県出資金     １１，２１８，０００ 千円 （９３．０％） 

 

３ 

埼玉県土地開発公社  

（ Ｓ４７．１１．３０設立 ） 

 

【県土整備部】 

 

代 表 者   理事長 高橋 厚夫 

資 本 金    １００，０００ 千円 

県出資金    １００，０００ 千円 （１００．０％） 

 

４ 

埼玉県消防協会  

（ Ｓ２３．８．２７設立 ） 

 

【危機管理防災部】 

 

代 表 者   会長 髙橋 光晴 

資 本 金    ３１８，５３２ 千円 

県出資金    １００，０００ 千円 （３１．４％） 

 

５ 

埼玉県公園緑地協会  

（ Ｓ４６．４．２４設立 ） 

 

【都市整備部】 

 

代 表 者   理事長 鶴見 恒 

資 本 金    ９７，８００ 千円 

県出資金    ４８，９００ 千円 （５０．０％） 
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法人名 概要 

６ 

埼玉県産業振興公社  

（ Ｓ４８．４．２６設立 ） 

   

【産業労働部】 

 

代 表 者   理事長 秋友 一広 

資 本 金    ５，０００ 千円 

県出資金    ５，０００ 千円 （１００．０％） 

 

７ 

埼玉県下水道公社  

（ Ｓ５４．２．１設立 ） 

    

【下水道局】 

 

代 表 者   理事長 武井 裕之 

資 本 金    １１０，０６０ 千円 

県出資金     ５５，０３０ 千円 （５０．０％） 

 

８ 

埼玉県埋蔵文化財調査事業団  

（ Ｓ５５．４．１設立 ） 

  

【教育局】 

 

代 表 者    理事長 佐藤 直樹 

資 本 金    １０，０００ 千円 

県出資金    １０，０００ 千円 （１００．０％） 

 

９ 

埼玉県生活衛生営業指導センター  

（ Ｓ５７．４．２１設立 ） 

 

【保健医療部】 

 

代 表 者    理事長 田村 眞 

資 本 金    １０，０１８ 千円 

県出資金      ４，０００ 千円 （３９．９％） 

 

１０ 

埼玉県農林公社  

（ Ｓ５８．１１．１設立 ） 

 

【農林部】 

 

代 表 者    理事長 坂 行正 

資 本 金     ９８１，４３７ 千円 

県出資金     ５１５，０００ 千円 （５２．５％）  
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法人名 概要 

１１ 

さいたま緑のトラスト協会  

（ Ｓ５９．８．１設立 ） 

 

【環境部】 

 

代 表 者    理事長 安藤 聡彦 

資 本 金    １３，０００ 千円 

県出資金        ５，０００ 千円 （３８．５％） 

 

１２ 

埼玉県産業文化センター  

（ Ｓ６２．５．１設立 ）   

 

【産業労働部】 

 

代 表 者    理事長 加藤 喜久雄  

資 本 金     １５０，０００ 千円 

県出資金        ５０，０００ 千円 （３３．３％） 

 

１３ 

埼玉県国際交流協会  

（ Ｓ６２．６．１設立 ）  

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 福山 嗣朗 

資 本 金    ３２８，１６４ 千円 

県出資金      ２００，０００ 千円 （６０．９％） 

 

１４ 

埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター  

（ Ｈ１．５．１設立 ） 

 

【警察本部】 

 

代 表 者    理事長 吉田 信解 

資 本 金    １，０４０，０００ 千円 

県出資金          ７７９，５８７ 千円 （７５．０％） 

 

１５ 

いきいき埼玉  

（ Ｈ１．１０．１設立 ） 

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 永沢 映 

資 本 金    ８２，０００ 千円 

県出資金     ５０，０００ 千円 （６１．０％） 
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法人名 概要 

１６ 

埼玉県河川公社  

（ Ｈ４．３．２７設立 ） 

 

【県土整備部】 

 

代 表 者    理事長 吉澤 隆 

資 本 金    ３５，０００ 千円 

県出資金    １８，０００ 千円 （５１．４％） 

 

１７ 

埼玉県芸術文化振興財団  

（ Ｈ５．７．１設立 ）   

 

【県民生活部】 

 

代 表 者    理事長 林 直樹 

資 本 金    １００，０００ 千円 

県出資金     １００，０００ 千円 （１００．０％） 

 

１８ 

株式会社さいたまアリーナ  

（ Ｈ９．３．２７設立 ） 

 

【都市整備部】 

 

代 表 者    代表取締役社長 三上 浩嗣 

資 本 金    ４９５，０００ 千円 

県出資金    １５０，０００ 千円 （３０．３％） 

 

１９ 

株式会社さいたまリバーフロンティア 

（ Ｈ１２．２．９設立 ） 

 

【企業局】 

 

代 表 者   代表取締役社長 島村 克己 

資 本 金    １３０，０００ 千円 

県出資金       ５８，０００ 千円 （４４．６％） 
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権利の放棄に関する報告 

 
 

 

案件名 概要 

１ 

回収納付金を受け取る権利の放棄に関する報告 

 

【産業労働部】 

 

埼玉県信用保証協会の中小企業者等に対する求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄したことについ

て、埼玉県中小企業制度融資の損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例第５条の規定

に基づき議会に報告するもの 

   

１ 権利を放棄した日 令和８年３月２５日 

 

２ 権利を放棄した額 ４２８，３７１円 

 

３ 権利を放棄した理由 条例第３条第１項の規定に基づき、令和８年１月２２日付けで埼玉県信用保証協会か 

ら申出のあった求償権の放棄等が、同条第２項第５号に定める事業の再生に関する計画 

に基づくものであり、かつ、中小企業者等の事業の再生又は新たな事業の創出その他の 

地域経済の活性化に資する事業活動の促進により、地域経済の振興に資すると認められ 

るため。 

 


